
京
都
大
学
に
お
け
る
全
学
の
図
書
館
機
能
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う

）
に
お
け
る
全
学
の
図
書
館
機
能
（
以
下
「
全
学
図
書
館
機
能
」
と
い
う

）
に
関
し
、
必
要
な

。

。

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。

（
全
学
図
書
館
機
能
の
目
的
）

第
二
条

本
学
に
お
け
る
全
学
図
書
館
機
能
は
、
附
属
図
書
館
及
び
部
局
の
図
書
館
又
は
図
書
室
若
し
く
は
資
料
室
（
以
下
「
部
局
図
書
館
等
」
と
い
う

）
が

。

連
携
し
て
、
本
学
に
お
け
る
図
書
、
学
術
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
施
設
そ
の
他
の
図
書
館
資
源
を
合
理
的
か
つ
効
果
的
に
収
集
、
運
用
又
は
整
備
し
、
及
び
学

外
の
学
術
情
報
資
源
の
効
率
的
な
利
用
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
学
学
生
の
学
習
上
の
情
報
の
活
用
及
び
研
究
者
等
の
高
度
な
学

術
情
報
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
全
学
図
書
館
機
能
の
整
備
方
針
）

第
三
条

全
学
図
書
館
機
能
は
、
各
部
局
図
書
館
等
の
独
自
性
を
維
持
し
つ
つ
、
附
属
図
書
館
及
び
部
局
図
書
館
等
の
間
に
お
い
て
、
総
合
的
か
つ
合
理
的
な
調

整
を
経
た
方
策
に
基
づ
き
、
整
備
す
る
。

（
全
学
図
書
館
機
能
の
枠
組
）

第
四
条

本
学
は
、
前
条
の
整
備
方
針
に
則
り
、
第
二
条
に
定
め
る
全
学
図
書
館
機
能
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
京
都
大
学
図
書
館
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と

い
う

）
を
設
置
す
る
。

。

２

機
構
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
全
学
組
織
と
し
て
、
前
条
に
定
め
る
方
策
に
基
づ
く
、
第
二
条
の
収
集
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
行
う
と
と
も
に
、
附
属
図

書
館
及
び
部
局
図
書
館
等
の
間
に
お
け
る
連
携
そ
の
他
に
関
し
て
必
要
な
調
整
を
行
う
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
は
、
図
書
室
そ
の
他
図
書
に
係
る
組
織
を
有
し
な
い
部
局
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
支
援
及
び
第
五
項

に
定
め
る
情
報
環
境
機
構
に
よ
る
支
援
に
関
し
て
必
要
な
調
整
を
行
う
。

４

附
属
図
書
館
は
、
部
局
図
書
館
等
と
協
力
し
、
前
二
項
に
定
め
る
業
務
の
実
施
に
当
た
る
。

５

情
報
環
境
機
構
は
、
図
書
館
機
能
に
係
る
情
報
技
術
に
関
す
る
支
援
を
行
う
。

（
機
構
長
）

第
五
条

機
構
に
、
機
構
長
を
置
く
。

２

機
構
長
は
、
本
学
の
専
任
教
授
の
う
ち
か
ら
第
七
条
に
定
め
る
京
都
大
学
図
書
館
協
議
会
の
議
に
基
づ
き
、
総
長
が
任
命
す
る
。

３

機
構
長
は
附
属
図
書
館
長
を
兼
ね
る
。

４

機
構
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

５

機
構
長
は
、
機
構
の
所
務
を
掌
理
す
る
。

（
副
機
構
長
）

第
六
条

機
構
に
、
副
機
構
長
を
置
く
。

２

副
機
構
長
は
、
本
学
の
専
任
教
授
の
う
ち
か
ら
機
構
長
が
指
名
し
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

３

副
機
構
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
機
構
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
機
構
長
は
、
機
構
長
を
補
佐
し
、
機
構
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
図
書
館
協
議
会
）

第
七
条

機
構
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
、
京
都
大
学
図
書
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

一

機
構
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

第
三
条
に
定
め
る
方
策
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
う
第
二
条
の
図
書
館
資
源
の
収
集
等
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

三

附
属
図
書
館
及
び
部
局
図
書
館
等
の
間
に
お
け
る
連
携
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

図
書
館
機
能
に
係
る
情
報
技
術
に
つ
い
て
、
情
報
環
境
機
構
と
の
連
携
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
は
、
機
構
長
候
補
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
。



第
八
条

協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
員
で
組
織
す
る
。

一

総
長
が
指
名
す
る
理
事

一
名

二

機
構
長

三

副
機
構
長

四

附
属
図
書
館
宇
治
分
館
長

五

各
研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
を
含
む

）
の
長
又
は
教
授

各
一
名

。

六

各
研
究
所
の
長
又
は
教
授

各
一
名

七

セ
ン
タ
ー
（
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
除
く

）
の
長
又
は
教
授

若
干
名

。

八

情
報
環
境
機
構
長
又
は
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
教
授

一
名

九

高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
機
構
長
又
は
副
機
構
長

一
名

十

附
属
図
書
館
事
務
部
長

十
一

そ
の
他
総
長
が
必
要
と
認
め
る
本
学
の
専
任
教
員

若
干
名

２

前
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
の
協
議
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
協
議
員
（
第
七
号

に
あ
っ
て
は
総
長
が
指
名
す
る
セ
ン
タ
ー
の
協
議
員
）
は
、
当
該
研
究
科
等
の
長
の
申
出
又
は
推
薦
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
協
議
員
の
任
期
は
二
年
、
第
十
一
号
の
協
議
員
の
任
期
は
一
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
協
議
員

の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
九
条

協
議
会
に
議
長
を
置
き
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
協
議
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
協
議
会
を
招
集
す
る
。

第
十
条

協
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
開
催
す
る
。

一

協
議
員
二
名
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
。

二

議
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

第
十
一
条

協
議
会
は
、
協
議
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
議
事
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

（
幹
事
会
）

第
十
二
条

協
議
会
に
、
幹
事
会
を
置
く
。

２

幹
事
会
は
、
協
議
会
の
運
営
上
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
機
構
長
を
補
佐
し
て
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
実
施
に
必
要
な
措
置
を
執
る
。

３

幹
事
会
は
、
協
議
員
の
う
ち
か
ら
機
構
長
の
指
名
す
る
も
の
で
組
織
す
る
。

４

機
構
長
は
、
幹
事
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

（
特
別
委
員
会
）

第
十
三
条

専
門
の
事
項
を
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
協
議
会
に
特
別
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
別
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
協
議
会
が
定
め
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
四
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

（
機
構
に
関
す
る
事
務
）

第
十
五
条

機
構
に
関
す
る
事
務
は
、
附
属
図
書
館
事
務
部
に
お
い
て
行
う
。

（
内
部
組
織
に
関
す
る
委
任
）

第
十
六
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
機
構
長
が
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
十
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
の
議
を
経
て
機
構
長
が
定
め
る
。



附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
任
命
す
る
機
構
長
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
に
京
都
大
学
附
属
図
書
館
長
で
あ
る
者
を
任
命

す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
委
嘱
す
る
第
八
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
協
議
員
の
う
ち
、
総
長
が
指
名
す
る
協
議
員
の
任
期
は
、
同
条
第
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

４

次
に
掲
げ
る
規
程
は
、
廃
止
す
る
。

一

京
都
大
学
図
書
館
協
議
会
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
八
号
）

二

京
都
大
学
附
属
図
書
館
長
候
補
者
選
考
規
程
（
昭
和
六
十
年
達
示
第
十
三
号
）


